
（2）〔市議会だよりさって〕No.116

一般会計・特別会計決算

9月定例会
令和7年第3回

幸手市議会定例会

　
令
和
７
年
９
月
定
例
会
は
、
９
月
１
日
か
ら
９
月
26
日
ま
で
開
か
れ
ま
し
た
。
市
長
か
ら
の
提
出
議
案
は
32
件

令
和
６
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
等
決
算
の
認
定
８
件
、
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分
１
件
、

条
例
の
改
正
10
件
、
市
道
路
線
認
定
・
変
更
・
廃
止
３
件
、
令
和
７
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
補
正
予
算
７
件
、
人

事
案
件
１
件
は
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
通
り
認
定
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　「
令
和
７
年
度
　
議
会
報
告
会
の
開
催
を
求
め
る
決
議（
案
）」に
つ
い
て
は
賛
成
小
数
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

令和６年度一般会計決算を認定

歳入総額	 204億7,206万9,221円
	 （前年度比7億5808万2848円3.8％増）

歳出総額	 192億7,072万9,311円
	 （前年度比7億879万8,380円3.8％増）

実質収支 ※	 10億9,780万9,756円
	 （令和5年度10億2,599万9,288円）
※翌年度へ繰り越す財源を差し引いたもの

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
充
当
対
象
事
業
　
８
億
２
７
１
５
万
３
７
８
９
円

歳 入

歳 出

歳入
204億7206万円

その他依存財源
9.4％

その他自主財源
13.4％

地方交付税
16.9％

国県支出金
24.1％

市税
32.9％

市債
2.0％

歳出
192億7072万円

［民生費］
福祉などの
充実のために
41.3％

［土木費］
土木工事などに
9.4％［教育費］

学校や
生涯学習のために
9.1％

［総務費］
組織管理の経費
12.8％

［公債費］
借りているお金の返済
7.1％

［衛生費］
市の衛生のために
9.1％

［議会費・農林水産業費・労働費・
商工費・消防費・諸支出金］
その他　11.2％



（3） 〔市議会だよりさって〕No.116

一般会計・特別会計決算

〇市の財政一般会計を、馴染みのある家計簿の科目に置き換えるとこんな感じになります。

千円 前比

給与（市税） 6,744,685
副業収入（諸収入） 2,624,253
貯金引出（繰入金） 789,467
昨年の繰越（繰越金） 1,152,055
家族の収入（地方交付税） 3,469,587
親から援助（国庫支出金） 4,932,478
銀行から借入（市債） 661,000
友人からご祝儀（寄附金） 98,544

合計　20,472,069

千円 前比

食費等（人件費） 3,060,073
医療費（扶助費） 5,136,117
光熱費日用品（物件費等） 5,611,648
子供等への仕送り（繰出金等） 2,181,713
リフォーム（工事請負費等） 1,049,587
貯金など（積立金貸付金） 865,614
ローン返済（公債費） 1,365,977

：前後 3％未満

合計　19,270,729

〇 �実質単年度収支の推移（歳入、歳出には基金への積み立てや取り崩し、県債の繰り上
げ償還等がふくまれているので、そういった収支を調整する要素を除いた収支を実質
単年度収支といいます。1 か月の家計でいえば、定期貯金の積立てや解約、ローンの
繰上げ償還といった資産の増減による収支は考慮せず、給料と生活費のつりあいで家
計の状況をみることです。）

実質単年度収支の推移
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△93,509

△342,770

△61,750

230,547

972,959 （単位：千円）

282,612

△377,007

582,085

〇�市の会計は、一般会計の他に特定の歳入を特定の歳出に充てる特別会計があります。
また、水道事業は「独立採算制」で運営され、収益的収支で得た資金で水道施設の整
備を行っています。
令和6年度特別会計の決算状況 （単位：千円）

歳入 歳出 実質収支額

国民健康保険特別会計 5,245,973 5,183,295 62,678
後期高齢者医療特別会計 938,277 932,964 5,313
介護保険特別会計 4,568,271 4,433,271 135,000
幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 340,156 279,033 59,541
水道事業会計（収益的収支） 1,097,545 1,050,108 47,437
公共下水道事業会計（収益的収支） 727,000 682,219 44,781
農業集落排水事業会計（収益的収支） 17,130 14,479 2,651



（4）〔市議会だよりさって〕No.116

本会議質疑及び討論

令
和
７
年
９
月
定
例
会

本
会
議
議
案
質
疑
及
び

討
論

（
議
案
第
41
号
）

令
和
６
年
度
幸
手
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

可　決

賛
成
討
論

芦
葉
　
弘
志

　
幸
手
市
に
お
い
て
は
、
令
和
６
年

度
の
事
業
に
お
い
て
は
数
々
の
事
業

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
子
ど
も
医
療
費
支
給
事
業
で
は
、

令
和
６
年
９
月
ま
で
は
、
15 

歳
年
度

末
ま
で
で
し
た
が
、
令
和
６
年
10
月

か
ら
は
、
入
院
・
通
院
と
も
に
、
18 

歳
年
度
末
ま
で
に
拡
充
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
事
業
が
実
現
さ
れ
た
こ
と

は
大
い
に
評
価
し
ま
す
。

　
教
育
環
境
の
整
備
と
し
て
、
令
和

９
年
４
月
の
学
校
再
編
に
向
け
て
、

上
高
野
小
学
校
と
東
中
学
校
の
体
育

館
改
修
、
空
調
設
備
設
置
の
た
め
の

設
計
を
実
施
し
ま
し
た
。
体
育
館
に

空
調
設
備
の
導
入
は
教
育
環
境
だ
け

で
な
く
、
防
災
の
観
点
か
ら
も
重
要

と
考
え
大
い
に
評
価
し
ま
す
。

　
今
後
も
幸
手
市
民
の
健
康
と
安

全
・
安
心
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、

市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
希
望
あ
る

施
策
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

強
く
申
し
上
げ
ま
す
。

（
議
案
第
70
号
）

幸
手
市
長
の
給
料
の

減
額
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

可　決

質
　
疑

　
不
適
切
な
事
務
執
行
に
対
し
て
、

管
理
責
任
監
督
が
あ
る
市
長
の
給
料

を
減
額
し
た
い
と
い
う
提
案
理
由
で

す
が
、
今
回
の
不
適
切
な
事
務
執
行

に
対
し
て
、
市
長
以
外
に
も
責
任
あ

る
者
の
調
査
を
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
が
、
調
査
結
果
を
ま
っ
て
、
責

任
あ
る
者
は
一
緒
に
責
任
を
取
ら
な

い
と
分
か
り
づ
ら
い
、
市
長
だ
け
が

責
任
を
取
る
た
め
の
給
料
減
額
を
す

る
根
拠
に
つ
い
て
市
長
に
伺
い
ま
す
。

答
　
弁

　
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
に
係

る
、
不
適
切
な
事
務
処
理
が
生
じ
た

事
案
に
つ
い
て
は
、
管
理
監
督
者
で

あ
る
市
長
と
し
て
は
、
ま
ず
は
私
自

身
の
責
任
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
市
長

の
給
料
月
額
を
減
額
す
る
条
例
を
提

出
し
ま
し
た
。

質
　
疑

　
現
行
の
市
長
給
料
額
は
、
市
長
選

挙
公
約
で
１
０
０
分
の
30
、
３
割
を

減
額
し
て
、
現
行
で
月
額
58
万
７
３

０
０
円
で
す
が
、
減
額
に
対
す
る
基

本
給
料
月
額
83
万
９
０
０
０
円
、
減

額
を
１
０
０
分
の
40
、
4
割
、
減
額

期
間
を
３
ヶ
月
と
し
た
根
拠
に
つ
い

て
市
長
に
伺
い
ま
す
。

答
　
弁

　
ま
ず
は
、
繰
り
返
し
と
な
り
ま
す

が
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
に

係
る
不
適
切
な
事
務
処
理
が
生
じ
た

事
案
に
つ
い
て
、
管
理
監
督
者
で
あ

る
、
市
長
と
し
て
私
自
身
の
責
任
を

厳
粛
に
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。
減

額
の
割
合
や
期
間
に
つ
い
て
は
、
事

案
の
重
大
さ
や
、
そ
の
責
任
の
重
さ

を
考
慮
し
ま
し
て
、
総
合
的
に
判
断

し
た
も
の
で
す
。

本
田
　
謡
子

反
対
討
論

　
議
案
の
発
端
は
、
下
水
道
事
業
受

益
者
負
担
金
に
お
い
て
、
徴
収
で
き

な
く
な
っ
た
負
担
金
の
１
５
９
７
万

４
１
０
０
円
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
数

字
が
明
ら
か
に
な
り
、
市
長
の
責
任

と
し
て
、
市
長
報
酬
の
10
％
を
3
か

月
間
減
額
と
の
こ
と
で
す
が
、
未
だ

幸
手
市
職
員
分
限
懲
戒
委
員
会
の
最

終
報
告
に
は
至
り
ま
せ
ん
。

　
全
容
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
現
状

で
、
一
足
先
に
減
給
で
済
ま
そ
う
と

す
る
の
は
納
得
が
い
き
ま
せ
ん
。
市

民
の
方
か
ら
徴
収
で
き
な
か
っ
た
理

由
、
そ
し
て
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た

の
で
す
か
。
ま
た
、
今
後
の
対
応
策

は
ど
う
す
る
の
で
す
か
。
す
べ
て
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
の
市
長
の
責
任

と
考
え
、
単
に
徴
収
で
き
な
か
っ
た

負
担
金
か
ら
の
市
長
の
給
料
減
額
に

は
反
対
と
致
し
ま
す
。
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本会議質疑及び討論

（
決
議
案
第
２
号
）

令
和
７
年
度 

議
会
報

告
会
の
開
催
を
求
め
る

決
議

否　決

小
河
原
　
浩
和

反
対
討
論

　
議
会
報
告
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、

い
ま
ま
で
議
会
の
中
で
打
ち
合
わ
せ

中
で
あ
り
、
尚
且
つ
開
催
の
方
向
で

話
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

決
議
の
提
出
は
あ
ま
り
に
も
議
会
秩

序
を
乱
す
行
為
で
あ
り
容
認
で
き
な

い
。
ま
た
、
改
選
後
の
二
年
間
の
正

副
議
長
は
議
会
を
ま
と
め
ら
れ
ず
議

会
報
告
会
を
開
催
し
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
決
議
に
賛
成
者

と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
「
い

か
が
な
も
の
か
」
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
、
市
民
の
声
は
真
摯
に

受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
決
し

て
幸
手
市
議
会
が
怠
慢
を
し
て
い
る

と
は
思
わ
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
決
議

提
出
は
不
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
議

会
秩
序
を
乱
す
問
責
に
値
す
る
よ
う

な
行
為
と
し
て
反
対
の
意
を
表
す
る
。

賛
成
討
論

本
田
　
謡
子

　
幸
手
市
議
会
基
本
条
例
は
平
成
26

年
12
月
19
日
に
制
定
さ
れ
、
当
時
の

先
輩
議
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
毎

週
集
ま
り
勉
強
会
や
研
修
を
重
ね
、

努
力
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
汗
の
結
晶

で
す
。
完
成
時
は
こ
れ
で
議
会
が
変

わ
る
と
喜
ん
だ
こ
と
を
、
今
で
も
覚

え
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
私
た
ち
議
員
に
は
市
民
へ

の
説
明
責
任
が
あ
り
ま
す
。
市
民
の

た
め
の
市
議
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
市

議
会
報
告
会
を
開
催
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
果
た
し
て
市
民
の
た
め
と

言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
従
っ
て
、
議
会
報
告
会
は
基
本
条

例
に
明
示
さ
れ
た
と
お
り
、
市
民
の

政
策
提
案
の
機
会
の
拡
大
を
図
り
、

議
会
の
市
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を

果
た
す
た
め
、
議
会
報
告
会
を
行
う

べ
き
と
し
、
賛
成
と
致
し
ま
す
。

木
村
　
治
夫

反
対
討
論

　
今
回
提
出
さ
れ
た
決
議
に
は
疑
義

が
多
く
、「
議
会
の
怠
慢
」
と
の
声

は
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
、

コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
為
、
令
和
2
年

～
令
和
4
年
ま
で
中
止
、
し
か
し
、

令
和
5
・
6
年
は
開
催
に
対
す
る
議

論
は
さ
れ
ず
実
施
し
て
い
な
い
。
今

回
の
令
和
7
年
度
開
催
決
議
は
、
な

ぜ
提
出
さ
れ
た
の
か
。
今
年
度
開
催

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
議
論
を
進

め
て
ゆ
く
矢
先
に
、
議
会
内
部
の
話

を
決
議
と
し
て
提
出
す
る
の
は
、
議

会
運
営
上
、
慣
例
・
先
例
を
逸
脱
し

た
考
え
方
で
は
な
い
か
。
決
議
は
議

員
間
討
議
に
て
議
論
し
、
議
員
全
員

で
オ
ー
プ
ン
に
話
し
合
い
、
議
会
の

意
思
を
決
め
る
た
め
に
行
う
も
、
提

出
前
に
意
見
を
取
り
ま
と
め
る
努
力

が
必
要
、
議
員
の
賛
成
・
反
対
と
色

分
け
す
る
為
に
行
う
べ
き
で
は
な

い
、
議
会
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
も

全
員
で
話
し
合
い
、
結
論
を
導
き
出

す
努
力
が
重
要
と
考
え
ま
す
。
因
っ

て
決
議
に
は
賛
同
出
来
な
い
。

賛
成
討
論

枝
久
保
喜
八
郎

　
枝
久
保
前
議
長
は
報
告
会
の
開
催

に
努
力
し
た
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
が
、
一
昨
年
の
議
長
就
任
直

後
に
私
へ
の
不
信
任
案
、
議
会
ボ
イ

コ
ッ
ト
が
あ
り
、
さ
ら
に
9
月
に
は

辞
職
勧
告
決
議
等
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
報
告
会
は
や
る
べ
き
と

の
思
い
で
開
催
の
意
見
を
求
め
た
も

の
の
反
対
意
見
が
多
く
実
現
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。
次
年
度
は
書
類
送
検

事
案
が
発
生
し
、
市
民
の
関
心
が
そ

こ
に
集
中
し
か
ね
な
い
と
多
く
の
議

員
が
実
施
に
反
対
し
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
私
は
、
議
員
が
自
ら
定

め
た
条
例
に
基
づ
く
市
民
へ
の
議
会

報
告
会
を
開
催
す
る
の
は
当
然
で
あ

り
、
自
ら
条
例
違
反
を
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
と
の
思
い
か
ら
こ
の
決

議
に
は
賛
成
で
す
。

松
田
　
雅
代

反
対
討
論

　
過
去
の
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
本

日
の
各
議
員
の
質
疑
討
論
に
あ
る
よ

う
に
、
先
の
2
年
は
報
告
会
の
開
催

を
協
議
す
る
環
境
が
整
っ
て
い
な

か
っ
た
と
認
識
い
た
し
ま
す
。
残
念

な
が
ら
前
正
副
議
長
が
そ
れ
を
調
整

し
切
れ
な
か
っ
た
状
況
か
ら
、
正
副

議
長
が
代
わ
っ
て
開
催
の
方
向
性
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
の
決
議

の
必
要
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

　
ま
た
、
協
議
の
場
は
議
員
全
員
協

議
会
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
本
会

議
へ
の
決
議
案
提
出
に
は
賛
同
し
か

ね
ま
す
。

人

事

案

件

教
育
委
員
会
委
員

古
沢
　
万
友
実
　
氏

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。


